
（取扱い漁協・釣具店）

No.

県 内 共 通 遊 漁 券 申 込 書

令和　　年　　月　　日

新潟県内水面漁業協同組合連合会　様

（〒950-0902 新潟市中央区南万代町13－３）
　　　　　　　　（TEL 025－241－5795）

　　　　〒

申込者　住　所

　　　　氏　名
フ リ ガ ナ

生年月日　（大・昭・平）　　 年　　 月　　 日

電話番号　　　　 （　　　　　　）

　貴会発行の県内共通遊漁券を顔写真１枚を添えて、下記の通り申込みますので、交

付願います。

記

遊漁券種類 有 効 期 間 対 象 魚 類 適 用 範 囲
使用できる
漁 具 漁 法

む
囲
で
○
を
か
ら
ち
ど

13,200円

（税10％込）

（税10％込）

自令和８年３月１日

至令和９年２月28日

6,050円
同　　上 竿　釣

竿　釣

こ い ・ ふ な

こ い ・ ふ な

にじます・うなぎ

い わ な・や ま め

か じ か・う ぐ い

県下一円

写真（サイズ　タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝）の裏面には、必ず氏名をご記入下さい。

申込者欄には記入漏れのないよう楷書ではっきりと、なお氏名には必ずフリガナをお書き下さい。

　ただしこの券で、奥只見ダム (北ノ
又川、恋ノ岐沢を除く) 並びに大鳥
ダム (内共第12号) 及び関川 (妙高市
大字兼俣地内兼俣橋上流端から氷沢
川まで)  (内共第16号) 及び10月1日
から2月末日までの期間、五十嵐川
 (内共第10号) でのにじます遊漁は
できません。

県下一円

　ただしこの券で、奥只見ダム (北ノ

又川、恋ノ岐沢を除く) 並びに大鳥

ダム (内共第12号) 及び関川 (妙高市

大字兼俣地内兼俣橋上流端から氷沢

川まで) (内共第16号) での遊漁は

できません。

お願い

令和８年度


